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史料1 「東西市庄解」 (薬師院文書)

東西市庄解 申勘定庄地事

自三堀河_東向行長六丈ョヒ面

自三南面_東 向行長七丈

堀河広二丈

自二堀河_西 向行長汁二丈耳ヒ面

白二南面_西 向行長汁一丈

自三堀河_西方直鮒貫

東方直廿貫

天平勝宝八歳正月十二 日

呉原伊美吉飯成

大石能歌阿古麻呂

布勢君足人

伊部造子水通

史料2 「東大寺家地相換券文」 (東南院文書五ノ三)

相換地記

地弐町栢弐拾務!歩馨鶏 辞 町三段百十八歩

右、造東大寺地、在山城国相楽郡蟹幡郷

家地壱町弐段栢弐拾癖歩 五丈草葺屋壱間

右、従三位紀朝臣勝長家、在平城左京二条五坊七町

以前地家、各有便宜、偽相換如件、

延暦廿三年六月廿 日 都維那位位僧「伍浄」 (以下略)

史料3 「諸国諸庄田地 長徳四年注文定」 (東大寺要録巻第六)

(前 略)

平城田村地二町四段二百対八歩

四条二坊十二坪一町二段百廿四歩

五条二坊九坪一町二段百昔四歩

同京四条五坊填穴田一町二段百昔四歩

同京八条市庄田一町二段百廿四歩 (以下略)

なお、史料 3に関 しては『平安遺文』に収められた延喜 2年 12月 28日 付の太政官符案

(猪熊信男氏所蔵文書)に
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大政官符 大和国司

応令東大寺領掌園地事 在添上郡

一平城左京五条陸坊 葛木寺以東

地鋒坊 坊別一町二段百廿四歩

四至轟蘇 道票奨姿襲
木寺 南限大道

一同京田村所

地弐坊

一坊左京四条二坊地一町二段百廿四歩

四至喬眠鑓 躍晨奈彊葬目薄目
一坊左京五条二坊地一町二段百廿四歩

四至東限小道 北限大道非同寺宮宅

とあり、『東大寺要録』にみえる「田村地二町」が平城京の左京にあったことが、岸俊男の

「藤原仲麻呂の田村第」に関する研究において明 らかにされている。

以上二つの史料のうち、 2と 3で は所在地が明記されたうえで、 1坪 (あ るいは1町)が

1町 2段124歩 の地積を有する旨が記されている。 1町 2段124歩は4444歩 (1町 =10段、 1

段=360歩 )であり、正方形とすれば、一辺長は66.663歩 となる。 1歩は 6小尺であるので

一辺399.98小尺になり、ここから1坪40丈 (400小尺)四方という復原がなされたわけであ

る。さらに、史料 1は左京八条三坊にあった相模国調邸の売却に関する一連の文書の中の

一通であることが福山敏男により指摘されているが、 この史料によると、「調邸一町」の東

西長は40丈 (北辺長 :32丈 +2丈+6丈 =40丈、南辺長 :31丈 +2丈+7丈事40文)と なり、先の

40丈四方という寸法を再確認 しうる例証とみなされている。

こうしたいくつかの史料は、 1坪が 400小尺四方であったことを明らかに示 しており、

平城京条坊造営の基準尺が令小尺であったことの絶対の根拠とされ、たとえば関野貞をし

て「京城経始の際には量地尺は大尺即所謂高麗尺なりしに拘 らず条坊の区画に向いては後

に論すべきがごとく小尺即唐尺 (常用尺)を用ゐた りしなり。和銅 6年京城の経営略 成 り

しとき尺度の改定あり従来の高麗尺を廃 し土地を量るにも亦唐尺を用ゐしめ」たのである

と言わ しめ、また、喜田貞吉をしては、平城京の条坊の単位は大尺の 150丈四方と定めな

が ら、藤原京に大路であった道蕗の一部が小路に改まった結果として、「大尺を以て して

は到底都合よき割出しの完数を得ることが困難 となり、為にこの場合特に令の小尺を応用

して、大尺150丈なると里を小尺180丈 と換算 し、以て大路 8丈、小路 4丈、町の方40丈 と

いう都合よき数字を得たのであったに相違な」 く、和銅 6年の尺度の改制は畢党この経験

に基 くものであった、と述べさせているのである。
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この両先学により示された和銅 6年 の度量衡改制についての解釈は、平城京の造営当初

の度地尺としての基準尺が令大尺であったことが明 らかになった今 となっては、やや付会

の感なきにしもあらずと思われ、さらに、 1坪40丈四方とする文献史料の記述が実態を正

しく反映 したものではなかったのではないかという疑間が生 じて くることにもなる。

既述のように、平城京の条坊は1500大尺を 1条 1坊の計画寸法として定め、条坊道路は

等間隔の方眼として表わされる条坊計画線上に設定されたものであるから、大路に面する

坪と小路だけに囲まれる坪とでは当然坪の事実上の面積が異なることになる。また、一辺

だけが大路に面する坪では東西の辺長と南北の辺長は異なっていたはずである。

そこで史料に現われた 1町 2段 124歩の地積をもつとされる坪の位置をみてみよう。史

料 2の紀勝長の宅地は左京二条五坊七町 (坪)であり、その南辺は二条の中央を東西に通

じていたと推定される二条条問大路に面 し、西・ 北 。東辺は小路により限られる位置にあ

る。また、史料 3に みる田村所あるいは日村地に関わる二つの坪は、左京四条二坊十二坪と

左京五条二坊九坪であり、五条大路をはさんで対峙する地所であることが知 られ、両坪と

も他の三辺は小路に限 られる位置にある。史料 1の相模国調邸は左京八条三坊にあり、東

市の西辺に位置 していたと記録されている。東市は左京八条三坊の五・六・ 十一・十二の

4坪を占めていたとする見解が有力であり、そうとすれば、相模国調邸は左京八条三坊の

三坪あるいは四坪を占めていたことになり、 この坪の西辺には東二坊大路が通 じていたこ

とがわかる。ただし、北辺が小路に限 られていたことは明らかであるが、南辺は小路に面

していたとも、あるいは八条大路に面 していたとも考え られる。以上のことから、史料に

その位置が明らかな坪は、一応すべて四辺のうちの一辺だけが大路に面するという共通 し

た条件下にあるといえ、それらが同じ地積で表示されるのももっともだと言えそうではあ

る。しかし、そこで考えておかなければな らないのは、たとえそうだとしても、上記三な

いし四ケ所の坪の平面形は正方形ではあり得なかったということである。史料 2・ 3の坪

は東 。西辺より南 。北辺の方が長かったはずであり、史料 3の相模国調邸の地所は、西辺

に大路が通 じているので、一応東西方向の方が南北方向よりも短かかったとみなければな

らない。とすると、「40丈四方の正方形」という坪の規格を実際に想定することは不可能

であると言わざるを得ない。さらに、四辺のうちの一辺だけが大路に面 した坪の地積が 1

町 2段 124歩であるな らば、四周を小路で囲まれた坪はより広かったはずであり、京内の

坪を一律に40丈四方として条坊復原を行なうことがおよそ誤 った方法であることは自明で

あろう。

1坪が実際に 1町 2段 124歩の広さであったのであろうかという疑間は、史料 3の参考

として掲げた太政官符案の前段の記載事項および随心院文書にある天平勝宝八歳六月十二
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第48図  「五条六坊園」位置推定図

日の「孝謙天皇東大寺宮宅 田園施入勅」における記載内容によ りさらに強まる。すなわち

そこ1こ は「勅書井絵図佐伯院二天平勝宝八年」という表題の下に

勅

奉入東大寺宮宅及田園等

五条六坊園 葛木寺以東

地 鉾 坊  坊 別 一 町 =段 十 四 歩

四至発歩彊井粟委導園 
少道丼葛木寺

倉参宇 (以下略)

とあり、文書と共にこの四つの坪の位置が、天平勝宝九歳正月四日の日付で左京職により

作成された「葛木寺東所 地鉾坊」と標記された絵図面に表示されている。この地の四坊

(坪)の位置については、 左京五坊六坊の十一・十二・十二坪と五条七坊の四坪とを指すと

する福山敏男の説と、左京五条六坊の五 。六 。十二 。十二坪であるとする大井重二郎の見

解とがある (第48図 )。 これは、四至の表示のうち、「束少道」を延喜 2年の太政官符案 に

記される「束限道」の誤記とし、これを大道すなわち東六坊大路とみて、大井のように考

えるか否かということになるが、もとより筆者にはいずれとも断じがたい。しかし、いず

れにしても、ここで問題となるのは、 4坪 のうちの 1坪は確かに四至を小路で限 られてお

り、他の 3坪 のうちの少なくとも1坪 は 2面が大路に面 し、その他は 1面が大路に面 して

いることが明らかであるという点である。 史料には、それらが一様に「坊別 1町 2段 124

歩」(延喜2年太政官符案による)と 記載されており、不可解なことになる。他の史料を閲し

ても、その位置は明らかではないにせよ、平城京内における1坪 は例外なく1町 2段 124

歩であると記されている。こうしたことから、この地積表示は実際の状況をそのまま表 し

Ｅ

Ｅ

Ｅ

田
躙

ているのではなく、一種の社会通念であったのではないかと考える。
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しかし、仮にこのように想定 しない限 り、条坊設定原理と文献史料 との皿鱚を統一的に説

明しえないのではないかと考える。

3 平城京の造営基準尺の長さについて

平城京条坊の地割に関する従来の見解の中で看過することのできない誤 った通説がもう

一点あるので言及 しておきたい。それは条坊設定の基準尺の実長が場所により異 るとする

もので、沢村仁によると、京の条坊の基本にみとめられている方 1800c/1ヽ )尺方眼 が不変

であるとすると、

1 南北方向では、京全体にわたって 1尺は0。 296mで、いわゆる天平尺に一致す る

2 しかし、東西方向では、朱雀門心か ら東一坊大路までは 1尺 =0。 2961mの天平尺であ

るが、東一坊から東四坊までは 1尺 =0.2943mと やや短い

3 東四坊より東の外京では、 1尺 =0。 29396mと いちじるしく短い

と述べ られている。このように左京の東西方向の基準尺が南北方向より小さいことの理由

として、沢村は 2については「岸俊男教授の説のように、藤原京設定にあたり、大和平野

の南北主要道である中ツ道と下ツ道を東西京極にあて、さらに平城京設定の際、下ツ道を

朱雀大路にとり、藤原京全幅とほば同 じ幅の左京を設定 した。そのため、南北方向および

平城宮南辺正面幅の東西一坊までは、東西行にも和銅頃の法定尺を用い残 りを分割 して方

格計画を施行 したので東一坊以東の造営基準尺が短かくなったのではなかろうか」 と説明

しており、こうした見解は以後にも踏襲されているようである。

左京一坊か ら四坊までの基準尺長を算出するに際 して、沢村は東一坊大路東辺築地中心

か ら東三坊大路東辺築地中心までの東西距離が1059。 4mと 計測されることから、 2坊分の

計画寸法3600小尺で除 して 1尺 =0。 2943mと いう数値を求めたとしている。しか し、この

算定方法には二つの誤 りがある。その一点は、計測の一方の基準とされた東三坊大路の東

辺築地についてである。発掘調査で検出された束三坊大路に関する遺構は、報告書による

と、路面相当部分と東側溝に限 られ、東辺築地は東側溝の束の未調査地に南北にのびる現

在の水田畦畔を「築地の痕跡に推定することは可能である」とされるにとどまる。従 って

遺構としては確認されておらず、その中心位置も確定 しえないはずである。

次に、東二坊大路の幅員は、大路西狽1溝 に比定 しうる南北溝が 2条検出されてお り、そ

れぞれ東側溝との心心間距離は 50C/Jヽ)尺、 75C/1ヽ)尺程度に復原できるが、いずれとも確

定 しがたいと報告されている。そうとすると、いずれにしても、東一坊大路の側溝 ,巨りとヽ間

距離80小尺とは異なった規模であり、築地心心間距離もまた当然異 っていたと考え られ、

条坊計画線から大路東辺築地までの距離が東一坊、東三坊両大路で等 しいとする確証はな
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い。このように不確定要素が多いにかかわ らず、東一坊・東三坊大路東辺築地心心間の計

画寸法を3600尺 と前提 して造営基準尺を算出しようとするのは論理性に欠けていると判断

せざるを得ない。

さて、平城京右京の条坊造営尺については、西三坊大路の頃で検討 したように、 1坊が

1500大尺間隔の条坊計画線を基準として設定されており、宮およびその周辺とほば一致 し

た実長をもつ造営尺が使用されている。一方、左京域については前掲『平城宮発掘調査報

告Ⅱ』でもすでに検討が施されている。それによると、発掘調査で得 られた大安寺の中軸

線と平城京中軸線との東西距離は5730現尺であり、換算すると、5859C/1ヽ )尺 となる。大安

寺の伽藍中軸線は束三坊大路の 1町 (坪)東の小路心と一致するので、想 定 地 割 寸 法 は

1800尺 ×3(坊)+40尺 (大路半)+400尺 (町)+20尺 C/1ヽ路半)=5860尺 であり、実測値 (5859尺 )

とよく合致すると説明されている。つまり、宮周辺の造営尺と同じ実長の造営尺で設定さ

れたとみることが可能であるとしているのである。しかし、この説 Rjlの うち、 1町 400小

尺、大路80小尺、小路40小尺については、一概には採用 しがたい数値であり、条坊設定方

式に従 って、仮に小尺で計画寸法を表わすと、1800小尺×3(坊)+450小尺 (1坪の計画寸

法)=5850/1ヽ尺 となり、「実測値」5859小尺とはわずかではあるが誤差が生 じることにな

る。

そこで再び大安寺伽藍中軸線と平城宮中軸線との東西距離を検証 してみよう。平城宮の

中軸線は朱雀門心の位置 (第31図)により確定することができ、 大安寺伽藍中軸線は発掘

調査で明らかにされた中間および南 P」 の位置から知ることができる(国土座標系における大安

寺中軸線の位置は中門南側柱列中央をとると、X=-148091.5,Y=-16846.0で ある)。 国土座標系

上での両者間の東西距離は1740,31mで あるが、造営方位の偏れ NO° 15′ 20′
′Wを採用 して

換算すると、 1731.88mと なる。 前述のように、大安寺伽藍中軸線は東三坊大路か ら束 1

坪にあるので、地割計画寸法は1500大尺×3(坊)+375大尺 (1坪)=4875大尺であ り、

1大尺 =0。 35526m(=o.29605m× 1.2)の 長さが求められる。 これは宮域内遺構 か ら算出さ

れた 1大尺の実長0,35532m(=o.2961m× 1.2)と ほとんど一致 していることが 知 られる。

すなわち、左 。右京とも全て同一の造営尺で条坊が設定されたと判断することができるの

であり、左京の造営尺が短か くなっているというような事実は認めがたいといえよう。

4 外京の条坊地割の検討

次に外京の条坊設定について考えてみたい。先に掲げた京造営羞準尺 に関す る沢村仁の

見解の 3、 つま り左京四坊よ り東の外京では、 1尺 =0.29396mと 造営尺が著 しく短 い と

す る算定の根拠は「東三坊大路東辺築地心か ら興福寺東辺築地心の距離 を、宮の造営方位
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と国土座標方位の誤差を修正 して求めると、約2093mほ どになるので、 これを四坊分の方

格から大路路幅を減 じたものとすると、2093m=0.29396m× (1800× 4-80)」 となるとい う

ものであった。これにも先に指摘 したと同様の方法の誤まりがみとめられる。すなわち、

一つには、遺構として確認されていない東三坊大路東辺築地を距離測定の一方の基準 とし

ており、また、束三坊大路および (興福寺東辺築地を大路西辺築地とする)東京極 (東七坊)大

路が築地心心間80小尺である確証は現在のところ得 られてはおらず、上記のような数式は

成立 しえないのである。なお、外京の造営尺が短い理由について、沢村は「方格の大 きさ

が1800尺 より小さく、大路・小路の幅が狭いのか、あるいは左京におけると同様、全幅に

京以前の地割が影響 して造営尺を短か くとった のか、 にわかに定めがたい」と述懐 して

いる。

外京の東西地割寸法が短いとする見解は、これより先『平城宮発掘調査報告Ⅱ』におい

ても提示されている。報文によると「興福寺伽藍中軸線と大安寺中軸線との距離は5410尺

で、換算すると5532尺 となる。興福寺中軸線は七坊五～八坪の中心にあるとすると、 この

中で外京のみの寸法は5532-〔 1800-(40+400+20)〕 =4192尺 となる。これを1800尺 の地割

で 2坊 1坪半として計算 した結果、1800(坊)× 2+40(大路半)+400× 1.5(町 )+40c/1ヽ 路)

=4280(尺 )と 比べると、全 く合わない。これは外京の東西方向の計画寸法が 1800尺より

小さかったことを示すもので、興福寺周辺の条坊痕跡によっても同様の結果が得 られる」

と説朗されており、その原囚は使用尺度の相進か、または大路、小路の幅員が狭かった も

のと想定され、「いずれにせよ外京設定の時却!が遅れることも示すと考えられる」とされ

ている。ここに示された数式にみられる大路80小尺、小路40小尺あるいは 1町 400小尺 と

いう数値は、再三述べたように、必ず しも妥当なものとは言いがたいが、外京域の条坊設

定方式が左京四坊以西とは異 っていたことは事実 として認められる。

しかしながら、その要因を上記のような想定に求めることに対 しては疑問があり、すで

に大岡実は、興福寺の寺地の設定状況の分析を通 じて、次のような反論を呈 している。や

や長文にわたるが、その全文を紹介 しておきたい。

「 (前略)な お近年奈良国立文化財研究所の調査によって、外京の条坊の計画尺度が平

城本京と異 っていることか ら、外京の造営、従 って興福寺の造営が和銅三年より遅れた

とする説が一部にある。しかしこの説には一考を要する問題がある。それは興福寺の寺

地決定に対する実際の状況を考慮するとき、単に条坊の計画尺度の相違を以て直ちにそ

の前後関係を決めることは実情を無視 した議論と思われるからである。興福寺の寺地が

平城京内の絶好の勝地を選んで決められたことは既に述べたが、その造成に当っては、

その眺望性を確保するために非常な苦心を払っていることが認められる。東側春 日野に
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通 じる部分は高低差はないが、西及北は傾面を切りとって六坊大路と二条大路を通 して

いる。特に西側では、斜面を大きく切 り落 して高い崖を造って六坊大路を通 し、西南の

角においては、南面の三纂通 りを、かなり急な傾斜で下げて、六坊大路の道路面に一致

させている。 (た だし、この西南隅に近い部分で三条通り北面の線を条坊の規格によって通すた

めには、斜面を切り落して崖にしなければならないが、この部分は猿沢の池を入れた「花園」に面

する部分で、崖としたのでは甚だしく景観を害するので、斜面を残して、築地は斜面の中腹 に造

り、条坊の規格を守ると同時に景観の美を保つべく配慮している。)こ れは西及南の眺望のため

であることは明らかであって、興福寺の寺地造成は眺望景観を最優先に考えていること

がうかがわれる。このような敷地造成にあたって、盛土することは考えられず、自然の

地形を切 り落 して造成する以外にないから以上のように眺望景観を最優先に考えて造成

したとすると、当然或程度その位置は制約されてくる。ところが平城の本 京 は「下 つ

道」を朱雀大路にするという方針が確立 しているので、本京の東京極路の四坊大路は自

動的に定ってくる。

四坊大路が定まり、興福寺の寺地の大体が先に定められたとすると、四坊大路と六坊

大路の間の中が制約されてくる。この場合本京の計画尺度で割付けたのでは割付難 くな

ったことが考えられ、本京の東京極路の四坊大路と興福寺の西界六坊大路との間を計画

尺度を加減 して割付けた可能性が考えられる。

要するに単に条坊の計画尺度が異るの故をもって外京従 って興福寺の建設計画が遅れ

たとする単純な議論には賛意を表 しかねるのであって、同時計画の可能JLは十分存在す

ると考えるのである。(以下略)」

平城京遷都に際して興福寺および興福寺を氏寺 とした藤原氏の果した役割の評価につい

ては本稿の埓外にあるが、「興福寺の寺地の大体 が (外京域条坊設定に優先して一筆者註)先

に定められた」とする大岡の推論は興味深 く、さらに補足するならば、単に「眺望景観を

最優先に考えて造成した」にとどまらず、その寺地は京東域の春日山山麓に舌状に張 り出

した幾つかの丘陵のうち平城宮に最も近い最北に位置 し、逆に平城宮からの眺望も、御蓋

山を背景とした第一級の占地条件であったことが知 られる。

大岡の想定によると、東四坊大路と東六坊大路の間の幅が制約されることになるが、そ

の実状はどのようなものであったのだろうか。現時点では、外京域における条坊関連遺構

の確認例はきわめて少なく、条坊の復原検討にとっては大きな制約がある。そのことを承

知のうえで、あえて次のような試論を述べておくことにする。

興福寺伽藍中軸線の位置は、中金堂基壇上に遺存する礎石の位置から確定することがで

き、平城宮中軸線 (朱雀F聯心)と の東西距離は、造営方位の偏れを NO° 15′20″Wと して 算

80
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第49図 福山論文の普光寺位置図

出すると、3375.87mと なる。これを条坊造営尺 1大尺 =0,35532m(=o.2961m× 1.2)で除

すると、9500.9大尺となり、一応9500大尺とみることができる。仮に興福寺を合めた外京

の条坊が1500大尺方眼の基本計画に従って設定されたものとすると、興福寺の伽藍中軸線

は、先述のように東六坊大路の東 1.5坪 にあると想定されるので、宮中軸線からの東西方

向の計画寸法は、1500大尺×6(坊)+375大尽×1.5(坊)=9562.5大尺となり、実際の距離

9500大尺より62.5大尺 (=75小尺)だ け長いことになる。これは東四坊大路から東六坊大

路までの距離が、 本来よりもおよそ 62.5大尺 (約22.2m)狭 く設定されたことを意味 して

いると考えることができる。

では、その約22.2mは どの部分で狭められたものであろうか。ここに興味深い古文書が

ある。『大 日本古文書』に収められている薬師院文書のうちの「普光寺牒」一通がそれで

あ る。

普光寺牒 東大寺三綱務所

相 換 地 壱 区 三 分 之 一  蚕尖響 嘉棗著
工地

桧皮葺束屋壱宇 五間 在戸三具

右在左京二条三坊

換得彼寺地参区四分之三 吾水奄
道
西屍薯

日置広庭畠
子地 北大道

右在同条六坊

以前、於彼此寺、件地尤便t無有損害、永換如件、偽具事状、以牒

神護景雲四年五月八 日都維那僧守□ (以下略)

この文書に関しては、普光寺の位置についての考察とともに福山敏男の研究がある。福

山によると、左京二条六坊十六坪にあった東大寺領である4分の 3坪 の地と左京二条七坊

一坪にあった普光寺領の北 2分の 1坪 とを相互の便宜のために交換したことを記した文書

であると説明されている。この 2ケ所の地所は、第49図 に示 されるように、東六坊大路を

扶んで相対する位置にあり、旧普光寺領は東六坊大路に東接する点において興福寺地と同

日
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